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第 １ 章  施設の状況 

 

１ 概     要 

  給 水 区 域   大阪市全域 

  １ 日 最 大 給 水 量   1,164,200㎥（令和６(2024)年７月３日実績） 

  過去１日最大給水量   2,417,700㎥（昭和45(1970)年８月６日実績） 

  給 水 能 力   2,370,700㎥／日 

 

 本市の水道は、すべて淀川を水源としており、次の浄水場系統別に市内に給水している。なお、

平成12(2000)年３月から凝集沈でん～急速ろ過処理という従来の浄水処理にオゾン処理及び粒状活

性炭処理を追加した高度浄水処理を実施し、大阪市全域に対し給水している。 

(1) 柴島浄水場系統 

 東淀川区柴島地先及び摂津市一津屋地先の淀川右岸で取水し、同区柴島及び東淡路に設けら

れた柴島浄水場で浄化したのち、ポンプ圧送で市内の中部、北部、西北部に給水している。 

 なお、柴島浄水場は、淀川上流側を上系、下流側を下系とし、このうち下系については、平

成10(1998)年３月から、上系は平成12(2000)年３月から高度浄水処理を実施している。 

(2) 庭窪浄水場系統 

 守口市大日町地先及び同市大庭町地先の淀川左岸で取水し、同市淀江町に設けられた庭窪浄

水場で浄化したのち、大淀配水場（北区大淀北１丁目）及び巽配水場（生野区巽東４丁目）に

送水し、そこからポンプ圧送により、大淀系は市内の中西部方面に、巽系は市内の南部方面に給

水している。 

 なお、平成11(1999)年３月から高度浄水処理を実施し、令和６(2024)年４月から浄水場施設

の一部を守口市と共同所有している。（大阪市：740,700㎥／日、守口市：59,300㎥／日） 

(3) 豊野浄水場系統 

 枚方市楠葉地先の淀川左岸で取水し、楠葉取水場からポンプ圧送により、豊野導水管を通じ

て寝屋川市太秦高塚町に設けられた豊野浄水場に送り、そこで浄化したのち城東送水管を通じ

て、自然流下により城東配水場（鶴見区諸口６丁目）に送水し、そこから自然流下とポンプ圧

送を併用して市内の中部、東部方面に給水している。 

 なお、平成12(2000)年３月から高度浄水処理を実施している。 
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２ 取・浄・配水場 

 各系統の施設の概要を示すと次のとおりである。 

 柴島浄水場系統 庭窪浄水場系統 豊野浄水場系統 合   計 

給 水 能 力 

（㎥／日） 
1,180,000 800,000 450,000 2,430,000 

取
水
施
設 

取  水  口 

( 塔 ) 
４基 ２基 ２基 ８基 

沈 砂 池 14池 ６池 ４池 24池 

取水ポンプ 17台（４棟） 14台（２棟） ７台（２棟） 38台（８棟） 

浄 
 

 

水 
 

 

施 
 

 

設 

凝 集 

沈 で ん 池 
23池 12池 ８池 43池 

＊中オゾン

接 触 池 
15池 16池 ４池 35池 

急速ろ過池 80池 64池 28池 172池 

＊後オゾン

接 触 池 
６池（向流式） ３池（向流式） ４基（Ｕチューブ式） 

９池（向流式） 

４基（Ｕチューブ式） 

＊粒状活性炭

吸 着 池 
26池 16池 10池 52池 

＊ 揚  水  

ポ  ン  プ 
11台（２棟） ６台（１棟） ４台（１棟） 21台（４棟） 

＊ 塩  素  

接  触  池 
４池 ２池 ２池 ８池 

浄 水 池 － 33,400㎥（６池） 75,300㎥（５池） 108,700㎥（11池） 

送水ポンプ － 13台（２棟） 自 然 流 下 13台（２棟） 

配 
 

 

水 
 

 

施 
 

 

設 

配 水 池 

柴島浄水場 

 291,400㎥（20池） 

大手前配水場 

  33,700㎥（３池） 

泉尾配水場 

24,000㎥（２池） 

 

 

 

 

巽配水場 

100,900㎥（８池） 

大淀配水場 

  55,000㎥（４池） 

住吉配水場 

 12,000㎥（２池） 

住之江配水場 

 27,300㎥（２池） 

咲洲配水場 

 30,000㎥（２池） 

長居配水場 

 42,000㎥（３池） 

城東配水場 

 67,000㎥（６池） 

 

 683,300㎥（52池） 

配水ポンプ 27台（5棟） 34台（6棟） 6台（1棟） 67台（12棟） 

加圧ポンプ 

真田山   ３台 

北 港   ３台 

杉本町（休止中）２台 

瓜 破（休止中）２台 

長吉川辺（休止中）２台 

遠里小野（休止中）２台 

此 花（休止中）２台 

      － 16台 

給 水 塔 舞洲給水塔 500㎥ 500㎥ 

排
水
処
理
施
設 

脱 水 機  ８台 ６台 － 14台 

天日乾燥池 － － 36,700㎡（32池） 36,700㎡（32池） 

 （注）１ ＊印は、高度浄水施設整備事業で設置した施設である。 

    ２ 柴島浄水場の脱水機は、工業用水道と共用している。 



瓜破加圧
ポンプ設備
（休止中）

■主要施設位置図

取水口

浄水場

配水場

給水塔

加圧ポンプ場及び加圧ポンプ設備取水場

導・送・配水管 豊野浄水場

楠葉取水場

柴島系
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庭窪系 豊野系

舞洲給水塔

北港加圧
ポンプ場

此花加圧
ポンプ場
（休止中）

咲洲配水場

泉尾配水場

住吉配水場
長居配水場

住之江配水場

巽配水場

遠里小野加圧
ポンプ設備
（休止中）

長吉川辺加圧
ポンプ設備
（休止中）

城東配水場

庭窪浄水場

柴島浄水場

大淀配水場

一津屋取水場

大手前配水場

真田山加圧
ポンプ場

杉本町加圧
ポンプ設備
（休止中）



項目

幹線名

柴島導水管 1200 － 一津屋取水場から柴島浄水場への導水 第９回拡張

豊野導水管 2200×2条 － 楠葉取水場から豊野浄水場への導水 第８～９回拡張

巽送水管 1500×2条 － 庭窪浄水場から巽配水場への送水 第６～７回拡張

大淀送水管 1500 － 庭窪浄水場から大淀配水場への送水 第８回拡張

城東送水管 2000×2条 － 豊野浄水場から城東配水場への送水 第８～９回拡張

柴　島 北区・福島区の一部

大　淀 福島区・西区・港区の一部

柴　島 北区の一部

豊　野 北区・西区・中央区・浪速区の一部

大　淀 浪速区・西成区・住之江区の一部

巽 住之江区の一部

長柄幹線 700～26" 柴　島 休止中（一部、工水桜宮幹線として資産譲渡） 柴島水源地設備補充事業

北区の一部

大手前配水場への送水

高地区の北部（中央区、天王寺区の一部）

豊　野 高地区の中央部（天王寺区の一部）

大　淀 高地区の南部（阿倍野区、住吉区の一部）

北区・福島区・此花区の一部

北港加圧ポンプ場への送水

柴　島 北区・福島区の一部

大　淀 北区・西区・浪速区の一部

玉造幹線 1000～800 柴　島 北区・都島区・城東区の一部 　　〃

柴　島 旭区・都島区・城東区の一部

豊　野 城東区・東成区・生野区の一部

巽 東住吉区・阿倍野区の一部

淀川北部幹線 1000～600 柴　島 東淀川区・淀川区・西淀川区・此花区の一部 　　〃

西淀幹線 1100～600 柴　島 淀川区・西淀川区・此花区の一部 第６回拡張

新庄幹線 1000～600 柴　島 東淀川区の一部 　　〃

巽 生野区・東住吉区・阿倍野区の一部

住吉区・西成区・住之江区の一部

住吉配水場への送水

都島区の一部

大手前配水場への送水

浪速区・西成区・大正区・港区の一部

泉尾配水場への送水

豊　野 生野区・天王寺区・浪速区の一部

平野区、住吉区、住之江区の一部

長居配水場への送水

豊里幹線 800～700 柴　島 東淀川区の一部 第８回拡張

大正幹線 1350～600 大　淀 北区・福島区・西区・浪速区・大正区の一部 　　〃

鶴見区・城東区・東成区・中央区・西区の一部

真田山加圧ポンプ場への送水

豊　野 鶴見区・城東区・東成区・中央区・西区の一部

大　淀 西区・港区の一部

浪速幹線 1350～1100 大　淀 北区・西区・浪速区の一部 　　〃

三国幹線 1100～800 柴　島 淀川区の一部 第８～９回拡張

生野区・平野区・東住吉区の一部

長居・住之江・咲洲配水場への送水

新今宮幹線 2000～1500 豊　野 鶴見区・城東区・中央区・天王寺区の一部 　　〃

淡路幹線 1000 柴　島 東淀川区の一部 　　〃

新豊里幹線 800～500 柴　島 東淀川区の一部 第４次配整

北区の一部

大淀配水場への送水

北部幹線 1000～500 柴　島 　　〃

新南部幹線 巽

船場幹線

第７回拡張

南部幹線

第９回拡張1500～800

　　〃1500～1200

大淀配水場
流出入幹線

1500 柴　島 第５～６次配整

３　導・送水管及び配水幹線給水区域一覧表

口径(mm)
浄・配水
場系統

給　　　水　　　区　　　域 事　業　名　称

長堀幹線 豊　野

　　〃1500～600

1500～800
大　淀

　　〃1500～1100

巽

1500～800

柴　島 昭和31～33年改良工事1200～900

第３回拡張1100～600

第５回拡張1500～700

第２回拡張

　　〃

1500～600

1200～500

西部幹線

中部幹線

第４回拡張1200～27"

柴　島

大　淀
　　〃

今宮幹線

住吉幹線

東部幹線

堀江幹線

城東幹線

新東部幹線

40
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第 ２ 章  施設の整備等 

 

１ 浄水施設整備 

(1) 事 業 概 要 

 大阪市水道における取・浄・配水場施設は、水道創設以後、９回にわたる水道拡張事業と昭和

54（1979）年度以降の継続的な浄水施設整備事業の推進により、施設の安定性及び信頼性の面に

おいて一定の整備水準にあり、地震対策についても、こうした施設整備の進展と相まって着実な

効果を上げてきた。 

 特に、平成４（1992）年度を初年度とする第２次浄水施設整備事業では、豊かな生活を実感で

きる社会の実現に寄与するための一環として、より安全で良質な水を供給する高度浄水処理の導

入を契機とした浄水場の再生を図りつつ、21世紀に向け、ライフラインの核となる取・浄・配水

場全体の整備水準の高度化を進めてきた。 

 しかしながら、本市水道では、阪神・淡路大震災を契機に、地震対策面から見た施設整備のあ

り方の検討を進め、21世紀に向けて推進していくべき長期的な基本構想として「大阪市水道・震

災対策強化プラン21（基本構想）」を平成８(1996)年３月に取りまとめ、当プランに基づく地震対

策を推進していくことが喫緊の課題となっていた。 

 このため、第２次浄水施設整備事業を見直し、地震対策面からの拡充・強化を図った第３次浄

水施設整備事業を、平成９(1997)年度から平成18(2006)年度までの10か年、総事業費970億円をも

って新たに発足させた。 

  第４次浄水施設整備事業では、第３次浄水施設整備事業の基本施策を継承しつつ、「大阪市水

道・グランドデザイン」の理念に即し、様々な変革要因を加味した中長期のシナリオを展望しつ

つ、平成 19(2007)年度から平成 29(2017)年度までの 11 か年、総事業費 485 億円をもって、信頼性

の高い浄配水場システムの構築を図った。 

大阪市水道施設基盤強化計画では、次の３つを主な施策として、平成 30(2018)年度から令和９

(2027)年度までの 10 か年、総事業費を約 2,600 億円としている。 

ア 基幹施設の強靭化 

   切迫性が指摘されその対策が急務となっている南海トラフ巨大地震の発生時においても、当

面必要となる水道水を供給する観点から、「南海トラフ巨大地震時の広域断水回避」の整備を

最優先で進め、その後「上町断層帯地震時の広域断水回避」をめざしていく。 

また、停電対策や風水害対策の取組も進めていく。 

イ 施設機能の維持・向上 

水道施設を構成する各設備や管路網に対し、アセットマネジメントを適用することで効率

的に更新整備を行い、施設機能の維持・向上を図る。 

ウ 安全で良質な水供給体制の強化 

   水源水質事故等を備えた粉末活性炭注入設備等の水処理設備の改良や浄配水管理システムの
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高度化等の監視体制の強化に資する施設整備を行う。 

 

(2) 実 施 状 況 

 令和６(2024)年度における水道施設基盤強化計画のうち、浄配水施設における実施状況並びに

全体事業費は、次のとおりである。 

系統設備名 
令 和 ６ 年 度 

決 算 額（円） 

令 和 ６ 年 度 の 
主 要 事 業 

柴島浄水場 2,846,709,193 下系かせいソーダ貯蔵・注入設備改良
工事 

庭窪浄水場 0  

 
豊野浄水場 

 
1,194,436,300 オゾン設備改良工事 

 
配 水 場 

 
563,376,685 咲洲配水場監視制御設備改良工事 

水質・配水
監視設備 

299,315,580 水質・配水テレメータ改良工事 

 
計 
 

4,903,837,758  

     (注)令和６年度決算額には、令和５年度からの繰越を含む。 
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２ 配水管整備 

(1) 事 業 概 要 

 大阪市水道における送・配水管は、水道創設以後、９回にわたる水道拡張事業と昭和40(1965)

年度以降、配水管整備事業を継続的に実施してきた結果、約5,000キロメートルにも及ぶ広範かつ

長大なライフラインを形成するに至っている。 

 特に、平成２（1990）年度を初年度とする第４次配水管整備事業では、送・配水管網全体をシ

ステムとしてとらえた管路全般のネットワーク的な整備により、ライフライン機能としての安全

性及び信頼性の面において一定の整備水準を有するに至った。 

 しかしながら、本市水道では阪神・淡路大震災を契機に地震対策面から見た施設整備のあり方

の検討を進め、21世紀に向けて推進していくべき長期的な構想として「大阪市水道・震災対策強

化プラン21 (基本構想）」を平成８(1996)年３月に取りまとめ、当プランに基づく地震対策を推進

していくことが喫緊の課題となっていた。 

 このため、第４次配水管整備事業を見直し、地震対策面からの拡充・強化を図った第５次配水

管整備事業を、平成９(1997)年度から平成18(2006)年度までの10か年、総事業量710km、総事業費

1,700億円をもって新たに発足させた。 

 第５・６次配水管整備事業では、第４次配水管整備事業の基本施策を継承しつつ、「大阪市水

道・震災対策強化プラン21 (基本構想）」の理念に即し、目標とする管路耐震化水準の向上と対象

範囲の拡大、復旧戦略と整合した効果的な管路耐震化計画の設定、システム面から見た管路網の

強化対策など、信頼性の高い水供給システムの確立に向けた管路部門における取り組み強化を図

った。 

大阪市水道施設基盤強化計画では、「基幹施設の強靭化」、「安全で良質な水供給体制の強化」、 

「施設機能の維持・向上」を主な施策として、平成 30(2018)年度から令和９(2027)年度までの 10

か年、総事業費を約 2,600 億円としている。具体的な取組内容は「１ 浄水施設整備(1)事業概要」

を参照。 

 

 (2) 実 施 状 況 

 令和６(2024)年度における水道施設基盤強化計画のうち、管路施設における実施状況並びに全

体事業費は、次のとおりである。 

項     目 
令 和 ６ 年 度 決 算  

延 長（ km ） 金 額（ 円 ） 

配 水 支 管 整 備 34.67 10,485,582,612 

基 幹 管 路 整 備 4.82 3,974,215,840 
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合     計 39.49 14,459,798,452 

(注)令和６年度決算額には、令和５年度からの繰越を含む。 

  基幹管路とは、導水管・送水管と給水分岐の無い配水管のこと（口径400㎜以上の管路） 

 

ア 配水支管整備 

○ 施工内容 

種      類 口   径 （㎜） 延   長 （㎞） 

布設替および新設 φ75～φ300 34.67 

イ 基幹管路整備 

○ 施工内容 

種      類 口   径 （㎜） 延   長 （㎞） 

布設替および新設 φ150～φ1500 4.82 

 

○ 主要工事 

幹   線   名 工  事  場  所 口径（mm） 延長（km） 

浪速枝管 北区中津 2 丁目外 φ1500 0.00 

姫松枝線 阿倍野区帝塚山１丁目外 φ400 0.16 

春日出枝線 此花区春日出南１丁目外 φ300 0.61 

肥後橋枝線 北区中之島２丁目 φ200 0.11 

田辺枝線 東住吉区北田辺 6 丁目外 φ500 0.14 

大宮枝線 旭区中宮４丁目外 φ400 0.35 

上汐町枝線 天王寺区上本町 6 丁目外 φ400 0.12 

久宝寺枝管 中央区南久宝寺町２丁目外 φ300 0.35 

大和川枝線 阿倍野区阿倍野元町外 φ300 0.63 

大和川枝線 住吉区帝塚山東２丁目 φ300 0.45 

東部幹線 中央区天満橋京町 φ900 0.18 

加美東枝線 平野区加美正覚寺 2 丁目 φ400 0.42 

吉野枝線 福島区大開４丁目 φ400 0.40 

高殿枝線 旭区高殿 2 丁目 φ500 0.13 

高津枝線 中央区日本橋 2 丁目外 φ150 0.18 

日本橋枝線 浪速区塩草１丁目 φ500 0.20 

巽第 1 送水管 城東区諏訪３丁目 φ1350 0.26 

 

【計画事業外】道路整備等関連 

(ｱ) 道路改良工事に伴う配水管布設替工事 

種      類  口   径 （㎜）  延   長 （㎞） 

布   設   替 φ2000 0.00 
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 (ｲ) 都市再開発事業、区画整理事業等に伴う配水管布設工事 

項 目 

種 別 

布 設 ・ 布 設 替 

 口   径 （㎜）  延   長 （㎞） 

都市再開発事業、区画整理事業
等に伴う配水管布設 

φ75～φ400 0.97 

 

(ｳ) 咲洲地区における配水管布設工事 

 咲洲地区における埋立事業に伴い昭和43年度から配水管の布設を行っている。 

布 設 年 度   口   径 （㎜）  延   長（㎞） 

昭和43年度～令和２年度 φ75～φ800 81.97 

 

 (ｴ) 舞洲地区における配水管布設工事 

 舞洲地区における埋立事業に伴い昭和58年度から配水管の布設を行っている。 

布 設 年 度   口   径 （㎜）  延   長（㎞） 

昭和58年度～令和２年度 φ75～φ800 19.25 

 

(ｵ) 夢洲地区における配水管布設工事 

 夢洲地区における埋立事業に伴い平成13年度から配水管の布設を行っている。 

布 設 年 度   口   径 （㎜）  延   長（㎞） 

平成13年度～令和２年度 φ75～φ600 7.73 

    

    (ヵ)万博・IR事業に向けた配水管布設（替）工事 

 万博・IR事業に向け、令和３年度から配水管の布設を行っている。 

布  設  年  度 口      径 （mm） 延     長（km） 

令和３年度～    φ150～φ800 7.73 
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出 水 不 良 等 の 状 況 
（単位：世帯） 

年 度 出 水 不 良 低  水  圧 赤    水 

昭和 40 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

平成 元 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

27,200 

405 

290 

0 

50 

155 

60 

解消 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

123,400 

18,500 

10,983 

5,895 

10,845 

7,380 

14,580 

1,332 

1,865 

1,185 

20 

解消 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

5,313 

6,525 

8,039 

6,087 

8,910 

9,361 

9,928 

9,822 

7,803 

8,750 

7,835 

4,387 

3,818 

2,426 

2,106 

1,175 

390 

513 

493 

308 

384 

151 

138 

188 

43 

26 

26 

26 

26 

解消 

 （注）１ 出水不良 (水圧 0.039MPa未満)とは、平屋家屋の口金から糸状以上に水が出ない状態をいう。 

２ 低水圧 (水圧 0.039MPa～0.098MPa未満)とは、２階の口金から糸状以上に水が出ない状態をいう。 

３ 赤水とは、朝・夕のピーク時において１時間前後赤水が発生し、その頻度が年間を通じて１か月 

１回以上の状態をいう。 

４ 出水不良は昭和 51 年度、低水圧は昭和 55 年度、赤水は平成 10 年度をもって全て解消した。 
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３ 給水装置改良工事 

(1) 事 業 概 要 

給水装置は個人の財産であり、本来、その維持管理は所有者自らが行うこととなっており、

給水装置の新設、改造、修繕等に要した費用は、使用者又は所有者の負担が原則となっている。

しかしながら、道路部分においては使用者又は所有者の十分な管理が困難であるため、円滑な給

水と漏水防止の観点から、昭和23(1948)年11月から道路部分（公道）の漏水修繕を無料とし、昭

和24(1949)年７月には私道部分についても無料とした。また、昭和35(1960)年５月からは、にご

り水、出水不良の解消及び漏水防止を目的に、一定の基準を設け、「配水管工事に伴う接合替工

事」「配水細管工事」「給水管整備工事」を実施し、局費用による既設給水装置の整備改良工事の

充実を図ってきた。 

また、昭和56(1981)年６月から道路部分の給水管材料を鉛管から耐衝撃性硬質塩化ビニル管

（ＨＩＶＰ）に変更するとともに、平成５(1993)年度からは、より一層効率的な給水装置の整備

改良（鉛給水管の解消など）を図るため、給水装置整備事業として計画的な整備を実施すること

とした。 

平成５(1993)年度を初年度とする給水装置整備事業は、５か年計画、総事業費210億円をもっ

て、漏水防止及び給水装置に起因する出水不良の解消等を図り、給水の円滑化に努めてきたが、

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえた震災対策強化等の観点から計画を見直すため、平成８(1996)

年度をもって打ち切り、平成９(1997)年度を初年度とする第２次給水装置整備事業 (５か年計

画、総事業費270億円)において、維持管理上支障となる既設給水装置や経年給水管の整備改良、

道路下に輻輳して布設されている給水管の統合等を実施し、鉛給水管の解消等に努めた。 

平成14(2002)年度から平成18(2006)年度までの第３次給水装置整備事業 (５か年計画、総事

業費263億円）においては、第２次給水装置整備事業の基本施策を継承しつつ、平成15(2003)年

４月に施行された鉛の水質基準の改正に伴う対応策として、宅地内を含めた使用延長の長い鉛給

水管を優先整備対象とした道路部分の鉛給水管の取替えなど、より一層効果的な鉛給水管の解消

に努めた。 

 平成19(2007)年度から平成25(2013)年度までは第４次給水装置整備事業（７か年計画、総事業

費317億円）を実施してきた。これまでの事業基本方針を踏まえながら、道路部分における鉛給

水管の解消等に努めた。 

給水装置整備事業については、平成25(2013)年度末をもって終了したが、平成26(2014)年度以 

降も引き続き鉛給水管の全面解消を目指し、取替えを実施していくこととしている。 

ア 配水管工事に伴う接合替工事 

配水管の新設又は布設替工事に伴い、当該道路に布設されている給水装置及び当該道路に

面した家屋の給水装置を接合替することにより、給水装置の整備改良を行う。 
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イ 配水細管工事 

配水管布設見込みのない道路（主として未認定道路）に配水細管（ＨＩビニル管75mm）を

布設することにより給水装置の整備改良を行ってきたが、平成26(2014)年３月に配水細管の

取り扱いを廃止した。 

ウ 給水装置整備工事 

 既設給水装置を整備改良することにより、にごり水、給水装置に起因する出水不良及び漏

水の解消を図り、給水の円滑化及び給水装置の維持管理並びに市民サービスの向上を図る。 

(ｱ) 給水管整備工事 

維持管理に支障となる既設給水管の整備改良を行う。 

(ｲ) メータ位置改良工事 

検針並びにメータ取替に支障となっているメータの位置改良を行う。 

(ｳ) 中止栓撤去 

使用廃止状態にある中止栓の撤去を行う。 

(ｴ) 止水栓整備 

既設止水栓を撤去し、メータ用止水栓の設置を行う。 

(ｵ) 給水幹線整備工事 

家屋下又は裏路地に布設され、維持管理上支障となっている給水幹線の整備改良を行

う。 

(ｶ) 大型メータボックス整備 

  メータ口径50mm以上で、検針並びにメータ取替に支障となっているメータボックスの整

備改良を行う。 

エ 経年給水管整備工事 

道路下で漏水した鉛給水管及び硬質塩化ビニル管を耐衝撃性硬質塩化ビニル管又はポリエ

チレン二層管に更新を行う。 

なお、耐衝撃性硬質塩化ビニル管は平成27(2015)年９月から使用廃止としている。 

 

(2) 実 施 状 況 

令和６年度における鉛給水管取替えの実施状況（取替延長）並びに事業費は、次のとおりで

ある。 
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工 事 種 別 施 工 実 績 決 算 額※１ 

給 水 装 置 改 良 工 事 1,473ｍ 640,632,383円 

配水管工事に伴う接合替工事 

（配水管整備事業で実施） 
 2,240ｍ 

― 

お客さまの申込みによる 

給 水 装 置 工 事 
  113ｍ 

そ の 他 工 事   24ｍ 

計 3,850ｍ 

※１決算額には消費税及び地方消費税相当額を含む。 
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４ 導・送・配水管の維持管理 

令和６(2024)年度における実施状況は次のとおりである。 

(1) 導・送・配水管等の修繕工事 

工     種 総修繕件数 備     考 

導・送・配水管修繕 

消 火 栓 修 繕 

制 水 弁 修 繕 

空 気 弁 修 繕 

排 水 栓 修 繕 

112(100) 

134(16) 

194(10) 

93(0) 

13(0) 

うち口径400mm以上：6（6）件 

 

 

 

 

計 546(126) （ ）内は漏水を伴う修繕件数で内数 

 

(2) 制水弁等整備 

  幹線・枝管等の制水弁及び空気弁の機能が十分発揮できるよう1636基の制水弁等整備点検作業

を行った。 

 

(3) 漏水調査 

ア 機動的点検整備作業 

・対象 道路管理者を含む他企業が実施する工事路線で、昭和55(1980)年以前に布設された

口径400mm以下の配水設備 

・実績 下表のとおり 

イ 計画的漏水調査 

・対象 鶴見区、住之江区、阿倍野区の口径400mm以下の配水設備（鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄

管） 

旭区、東成区、北区、港区、住之江区、西区、中央区、阿倍野区、住吉区、東住吉

区、此花区、淀川区の口径300mm以下の配水設備（ビニル管） 

   ・実績 下表のとおり 

漏水調査における実績 

 作 業 延 長 発 見 件 数 発見漏水量 有 効 率 有 収 率 漏 水 等 率 

機動的点検

整備作業 

 
7.5㎞ 

 

 
15件 

 

 
216㎥／日 

 
94.9％ 

 
92.0％ 

 
5.1％ 

 
計画的漏水

調査 

 
1077.1㎞  

 

 
249件 

 

 
1,609㎥／日 
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５ 改良工事実施状況 

 令和６(2024)年度における実施状況は次のとおりである。 

円

柴島浄水場下系硫酸ばんど・かせいソーダ
注入設備改良工事等  

楠葉取水場揚水ポンプ設備改良工事等

柴島浄水場第２配水ポンプ場配水ポンプ     
回転速度制御設備改良工事等

咲洲配水場監視制御設備改良工事等        

水質試験所柴島本所建替整備工事等                 

口径1,350mm～75mm

口径300mm～13mm　

北部水道センター浸水対策工事等    

大阪市水道局情報システム統合基盤・
庁内情報ネットワーク再構築および
運用保守業務委託等

もと量水器事務所用地フェンス設置及び
舗装工事等

　

(注)　決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

機 械 器 具 そ の 他 一 式 222,794,827

計 23,652,562,873

水 道 情 報 シ ス テ ム 開 発 一 式 783,713,300

そ の 他 施 設 整 備 一 式 84,046,563

量 水 器 取 付 50,322個 159,358,475

庁 舎 整 備 一 式 26,885,100

機 械 器 具 そ の 他 一 式 34,917,512

3． そ の 他 設 備 1,276,798,265

2． 配 水 設 備 16,499,599,632

配 水 管 布 設 及 び 布 設 替 41,400m 16,464,682,120

そ の 他 設 備 一 式 946,710,740

機 械 器 具 一 式 90,738,890

配 水 場 設 備 一 式 444,799,985

取 水 設 備 一 式 396,647,068

送 水 設 備 一 式 824,961,000

1． 浄 送 水 設 備 5,876,164,976

浄 水 設 備 一 式 3,172,307,293

種 別 数 量 決 算 額 備 考
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第 ３ 章  営業活動 

 

１ 給 水 状 況（営業統計） 

(1) 水需要の推移 

 本市の水需要は、市勢の発展に伴って年々増加し、特に昭和30年代から40年代前半においては著

しい伸びを示し、昭和45(1970)年には１日最大給水量241万7,700㎥を記録した。このような水需要

の増加に対処するため、これまで９回にわたる拡張事業を実施し、昭和48（1973）年に１日標準給

水能力は243万㎥となった。（※守口市と庭窪浄水場の共同運用により現在の１日標準給水能力は237

万㎥） 

 しかし、昭和47(1972)年度まで増加を続けてきた給水量は、昭和48(1973)年夏期の異常渇水、さ

らには石油ショックを契機として、昭和48・49(1973・1974)年に大幅な減少をきたし、昭和50年代

に入っても減少傾向で推移してきた。 

 昭和60年代以降は、世帯数の増加や、生活水準の向上による生活用水の増加があるものの、景気

動向や気象条件の影響を受け、全体としてはほぼ横ばいで推移していたが、平成２(1990)年度以

降、再び減少傾向に転じ、長引く景気低迷の影響などから、平成８(1996)年度以降も減少基調とな

っている。 

  

 (2) 近年の水需要分析 

 近年の水需要動向を分析すると、業態別の調定水量では、インバウンドなどの影響により旅館・

ホテル、娯楽場、百貨店が増加傾向にあったが、令和２(2020)年３月以降は新型コロナウイルス感

染症の感染拡大による影響を受け始め、なかでも百貨店、飲食店、娯楽場、旅館については緊急事

態宣言等による営業時間の短縮などにより大幅に減少した。 

 令和３(2021)年度は、大型娯楽施設の営業再開などにより旅館・娯楽場の業態が持ち直し始め、

令和４(2022)年度は、旅館・娯楽場に加えて百貨店、飲食店の業態も大幅に増加した。 

 令和５(2023)年度は、５月の新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴い、家庭用水量が

コロナ禍前の令和元(2019)年度以前と同じ微増傾向となった。また、ほとんどの業態においても、

令和２(2020)年度の減少から回復傾向にあり、特に旅館・娯楽場においては、令和元(2019)年度を

超えて大幅に増加した。 

 令和６(2024）年度は、家庭用水量の微減傾向に加え、インバウンドの増加などにより旅館、百貨

店などの業態の使用水量が増加した。 
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年度 給水人口 給水世帯数 対前年度
比    較

年間給水量 対前年度
比    較

年間有収水量 有収率 １日標準
給水能力

１日最大
給 水 量

１日平均
給 水 量

昭和 50 2,778,987 1,018,335 － 624,722,400 － 491,152,031 77.70 2,430,000 2,180,700 1,706,892

55 2,648,180 1,094,254 － 552,958,600 － 454,854,479 82.26 2,430,000 1,887,400 1,514,955

60 2,636,249 1,162,209 － 537,519,500 － 463,224,492 86.18 2,430,000 1,890,500 1,472,656

平成  2 2,623,801 1,264,780 － 567,201,500 － 496,308,793 87.50 2,430,000 1,933,700 1,553,977

7 2,602,421 1,322,447 － 548,083,500 － 470,063,438 85.76 2,430,000 1,784,000 1,497,496

12 2,598,774 1,383,215 － 515,608,500 － 449,745,712 87.23 2,430,000 1,647,100 1,412,626

15 2,619,955 1,420,729 － 486,486,500 － 426,993,595 87.77 2,430,000 1,549,300 1,329,198

16 2,624,775 1,431,894 100.8 484,160,900 99.5 428,003,025 88.40 2,430,000
  (13,200)
1,562,500

(△2,730)
1,326,468

17 2,628,811 1,445,882 101.0 484,925,600 100.2 425,498,940 87.75 2,430,000
(△38,900)
1,523,600

 (2,095)
1,328,563

18 2,635,420 1,459,794 101.0 475,576,600 98.1 419,923,661 88.30 2,430,000
(△28,300)
1,495,300

(△25,613)
1,302,950

19 2,643,805 1,473,798 101.0 468,253,600 98.5 416,875,507 89.03 2,430,000
(△53,300)
1,442,000

(△23,569)
1,279,381

20 2,652,099 1,484,343 100.7 453,260,300 96.8 411,592,163 90.81 2,430,000
(△17,600)
1,424,400

(△37,572)
1,241,809

21 2,661,700 1,491,633 100.5 441,676,900 97.4 393,113,542 89.00 2,430,000
(△73,700)
1,350,700

(△31,735)
1,210,074

22 2,666,371 1,496,534 100.3 444,359,900 100.6 393,925,376 88.65 2,430,000
　(15,000)
1,365,700

(7,350)
1,217,424

23 2,670,579 1,507,109 100.7 442,903,700 99.7 389,385,174 87.92 2,430,000
(△17,800)
1,347,900

 (△7,305)
1,210,119

24 2,677,375 1,514,742 100.5 438,623,500 99.0 384,134,616 87.58 2,430,000
(△25,600)
1,322,300

 (△8,411)
1,201,708

25 2,683,487 1,523,989 100.6 437,153,620 99.7 380,625,207 87.07 2,430,000
(△8,700)
1,313,600

 (△4,027)
1,197,681

26 2,686,246 1,536,275 100.8 426,432,700 97.5 372,224,686 87.29 2,430,000
(△26,900)
1,286,700

 (△29,372)
1,168,309

27 2,691,742 1,556,135 101.3 410,393,400 96.2 371,305,166 90.48 2,430,000
(△22,100)
1,264,600

 (△47,016)
1,121,293

28 2,702,033 1,576,080 101.3 403,349,000 98.3 371,965,099 92.22 2,430,000
(△42,500)
1,222,100

 (△16,227)
1,105,066

29 2,713,157 1,596,512 101.3 405,103,000 100.4 372,760,273 92.02 2,430,000
(△4,000)
1,218,100

 (4,805)
1,109,871

30 2,725,006 1,616,837 101.3 405,775,100 100.2 371,399,420 91.53 2,430,000
(2,100)

1,220,200
 (1,842)

1,111,713

令和元 2,740,202 1,635,726 101.2 405,990,500 100.1 371,539,348 91.5 2,430,000
(△29,300)
1,190,900

 (△2,449)
1,109,264

2 2,750,992 1,657,581 101.3 397,962,300 98.0 361,583,108 90.9 2,430,000
(△13,300)
1,177,600

 (△18,956)
1,090,308

3 2,750,835 1,668,742 100.7 392,076,000 98.5 358,911,676 91.5 2,430,000
(△33,300)
1,144,300

 (△16,127)
1,074,181

4 2,756,807 1,691,359 101.4 396,463,200 101.1 363,078,859 91.6 2,430,000
(39,200)

1,183,500
（12,020)
1,086,201

5 2,770,520 1,716,178 101.5 396,398,000 100.0 364,903,027 92.1 2,430,000
(△37,600)
1,145,900

（△3,146)
1,083,055

6 2,791,907 1,741,618 101.5 400,415,000 101.0 368,310,214 92.0 2,370,700
(18,300)
1,164,200

（13,972)
1,097,027

　　　２　（　）内は、対前年度増加量、△は減少を示す。
　　　３　給水人口は、毎年10月１日現在のものである。

給水量等累年比較

（注）１　平成15年度以前については、昭和50年度を起点に５年度おきの数値を記載。
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水量区画別市内調定水量年度比較

（単位：千㎥・％）

年度 令和

2 3 4 5 6

水量区画 2 3 4 5 6

100.0 99.1 98.5 99.0 99.7

- 99.1 99.4 100.5 100.8

100.0 95.8 89.5 87.2 85.6

- 95.8 93.4 97.4 98.2

100.0 99.1 104.5 106.7 107.3

- 99.1 105.5 102.1 100.6

100.0 103.2 119.7 131.8 138.7

- 103.2 115.9 110.2 105.2

100.0 99.0 99.7 101.1 102.0

- 99.0 100.8 101.4 100.9

(注)１　千㎥単位で端数処理しており、合計と各項目の計が一致しない場合がある。

　　２　市外分水は含まない。

業態別市内調定水量年度比較

（単位：千㎥・％）

年度 令和

2 3 4 5 6

業態 2 3 4 5 6

100.0 98.7 97.0 97.1 97.8

- 98.7 98.3 100.1 100.7

官 公 署 100.0 101.1 102.9 102.6 101.7

学 　 校 - 101.1 101.8 99.7 99.1

100.0 98.1 95.2 92.1 90.3

- 98.1 97.1 96.7 98.1

事 務 所 100.0 99.9 110.1 117.0 119.5

商店等用 - 99.9 110.2 106.3 102.1

100.0 94.7 89.1 87.7 84.6

- 94.7 94.0 98.5 96.4

100.0 99.0 99.7 101.1 102.0

- 99.0 100.8 101.4 100.9

(注)１　千㎥単位で端数処理しており、合計と各項目の計が一致しない場合がある。

　　２　市外分水は含まない。

48,984

上段：指数（２年度を100とする）

下段：対前年度比

0～   30 227,263 225,193 223,820 224,986 226,674

31～  100 57,231 54,822 51,227 49,902

101～1,000 38,891 38,530 40,632 41,482 41,728

1,001～ 33,974 35,072 40,658 44,787

上段：指数（２年度を100とする）

下段：対前年度比

家 庭 用 264,061 260,619 256,182 256,346 258,195

47,118

湯 屋 用 2,331 2,208 2,076 2,045 1,972

8,925

72,677 72,600 80,013 85,038 86,857

8,412 8,502 8,659 8,629 8,555

工 場 用

364,503

合 計 357,359 353,618 356,337 361,157 364,503

9,879 9,690 9,407 9,098

合 計 357,359 353,618 356,337 361,157
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２ 業    務 

営業組織は、水道創設当初から昭和12(1937)年までは出張所、昭和12(1937)年から業務所として点

検・給水装置の修繕等の業務を行ってきたが、料金計算・集金等の業務は水道局庁舎の業務課で行う

など、業務組織のあり方としては必ずしも完全なものではなかったので、機構を整備強化するため、

昭和24(1949)年に業務所に代えて扇町、大宮、今里、天王寺、小林、粉浜、平野の７営業所を設置し、

さらに翌25(1950)年４月には野田営業所を加え８か所とし、水道の申込み、点検、料金計算、集金、

工事、修繕等水道に関する一切の業務を行い、経営の能率化を図ってきた。 

その後、昭和26(1951)年10月、小林営業所を廃して境川営業所を、昭和32(1957)年５月には天王寺

営業所を廃して上本町営業所を、昭和33(1958)年１月には平野営業所を廃して田辺営業所をそれぞれ

新設した。 

また、昭和28(1953)年度からは、営業所機構の充実を図るため、従来の出張所を順次サービスス

テーションに改め、業務相談、修繕工事のほか、優良器具の販売等、お客さまサービスの第一線窓口

として、まず、昭和28(1953)年12月に淡路、蒲生の２か所を新設し、昭和32(1957)年３月には阿倍野、

５月に歌島、12月に生野、昭和33(1958)年１月に平野、さらに昭和34(1959)年３月には此花、４月に

住吉、昭和35(1960)年１月には瑞光、昭和36(1961)年６月には十三、昭和37(1962)年３月には小林出

張所を廃して大正の各サービスステーションを新設し、水道事業に対するお客さまの窓口として、そ

の成果をあげてきた。 

そして、お客さまサービスの一層の向上を図るため、従来のサービスステーション業務のほか、そ

れぞれの行政区内における給水装置工事、修繕等を一元的に処理する大型サービスステーションを設

置することとし、昭和40(1965)年11月に浪速、昭和43(1968)年３月に阿倍野、そして昭和49(1974)年

７月には従来の蒲生サービスステーション及び茨田出張所を廃して鶴見の各大型サービスステーシ

ョンを新設した。さらに昭和51(1976)年８月には瑞光サービスステーションを廃して豊里営業所を新

設するとともに、従来の扇町営業所は営業業務を中心とした大型の扇町サービスステーションに改め

た。 

昭和62(1987)年４月から民間共同住宅の各戸計量・各戸収納を委託により実施した。委託先である

（財）大阪市水道事業サービス協会（現：（株）大阪水道総合サービス）では、点検から収納までの一切

の業務を行う「共同住宅水道料金センター」を開設し、水道事業の他のサービス施設と同様、お客さ

まの窓口としての一端を担うことになった。 

平成20(2008)年７月、これまで行ってきた４か月点検・２か月請求から毎月点検・毎月請求へ制度

変更し、また、同年12月には、お客さまセンターを開設し、使用開始・中止や各種お問い合わせの一

元化を行い、さらなるお客さまサービスの向上を図っている。 

また、お客さまの利便性向上を図るため、営業所窓口業務を営業所から分離し、サービスステーシ

ョン化したうえで、可能な限り近隣の区役所内への移転を進めていたが、平成24(2012)年７月策定の

市政改革プランにより、世帯に対する福祉減免制度が平成25(2013)年9月末をもって廃止され、区役

所業務との関連性がなくなるなど、サービスステーションをとりまく状況が大きく変化したため、平

成25(2013)年9月から平成27(2015)年１月にかけて、すべてのサービスステーションを閉鎖した。 

平成28(2016)年５月、事業所の統合再編により、８営業所（扇町事務所含む。）で行っていた営業事
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務については、各水道センターの営業部門として集約された。 

令和６(2024)年４月の水道センターの内部組織（営業担当）の再編に伴い、各水道センターで行っ

ていた営業事務を総務部お客さまサービス課（北部・南部方面営業担当）に移管し、計量審査事務及

び料金事務を行っている。 

(1) 料  金 

 水道事業においては、平成５(1993)年６月に平均21.6％の料金改定を実施したが、その後も水需

要の低迷等により給水収益の増加が見込めないことに加えて、高度浄水処理の導入や阪神淡路大震

災を契機とした震災対策など給水の安全性や安定性の向上という水道サービスの質的充実のため

の経費の増加に対応するため、平成９(1997)年６月に平均12.3％の料金改定を実施した。 

それ以降も、水需要の減少傾向が続く厳しい経営環境の中にあるものの、経常経費の削減など経

営効率化に取り組むことで、収入の減少幅を上回る費用の削減により、黒字を確保してきたが、一

方、多量需要の減少と少量使用の増加という水需要構造の変化に伴い、料金制度の課題が顕著にな

ってきた。 

単身世帯の増加などに伴って１か月の使用水量が基本水量である10立方メートルに満たない世帯

が増加傾向にあったことや、お客さまの節水努力が報われないなどといった課題を抱えていたこ

と、また、逓増制料金体系のもとで全世帯のうち約２％の多量使用者が給水収益の半分以上を負担

している状況にあり、負担の公平性の観点からも課題を抱えていたことから、受益と負担の適正化

の観点から基本水量や逓増制のあり方といった課題の解消を図るため、平成27(2015)年10月から料

金見直しを実施した。この料金見直しの要旨は以下の通りである。 

ア 基本水量・基本料金の見直し 

 ・基本水量（10㎥）の廃止    ：10㎥ → 0㎥      

 ・10㎥までの従量料金の新設   ：10円/㎥ 

 ・基本料金の引き下げ        ：950円 → 850円（▲100円） 

１か月の使用水量が10立方メートル未満のお客さまについても、使用水量に応じた料金を負

担いただくよう見直しを行った。なお、10立方メートルまでの従量料金単価は、水道水を供給

する上で追加的に必要となる変動費相当額とした。 

また、基本料金については、人件費や資本費等の固定的経費の削減に伴い、世帯あたり固定

的経費の約３割相当となる850円へ引き下げることとした。 

イ 逓増率の見直し 

 ・最高区画の料金単価の引き下げ ：368円/㎥→358円/㎥（▲10円/㎥） 

受益と負担の公平性を図る観点から、最高区画の従量料金単価を10円引き下げ、逓増率を緩

和することとした。（逓増率：見直し前3.87→見直し後3.77） 

ウ 水道料金（１か月につき）（令和元(2019)年 11 月１日改定） 

 料金は、次の区分に応じ算定した金額に100分の110を乗じて得た額。 
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基本料金 
従   量   料   金 

用 途 １立方メートルについて 

８５０円 

一般用 

                   10立方メートルまでの分  10円 

   10立方メートルを超え      20立方メートルまでの分  97円 

   20立方メートルを超え      30立方メートルまでの分  124円 

   30立方メートルを超え      50立方メートルまでの分  168円 

   50立方メートルを超え     100立方メートルまでの分  230円 

  100立方メートルを超え     200立方メートルまでの分  293円 

  200立方メートルを超え   1,000立方メートルまでの分  342円 

1,000立方メートルを超える分              358円 

業務用 

                   10立方メートルまでの分  10円 

   10立方メートルを超え     30立方メートルまでの分  209円 

   30立方メートルを超え     50立方メートルまでの分  285円 

   50立方メートルを超える分                          358円 

湯屋用 
                   10立方メートルまでの分  10円 

   10立方メートルを超える分              58円 

用途の適用基準 

○一般用 業務用及び湯屋用の用途以外の用途をいう。 

○業務用 次に掲げるいずれかの目的で使用する場合の用途をいう。 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第

２条第１項第１号から第３号までの各号のいずれかに該当する営業（同項第１号

及び第２号に定めるもののうち、客室面積が 33 平方メートル未満の料理店並びに

16.5 平方メートル未満のカフェー及び喫茶店を除く。）を行う目的。 

２ 噴水、池、滝その他の修景施設を設置する目的 

３ 湯屋用に該当するもの以外の公衆浴場の営業を行う目的 

４ 一時的な事業活動その他の活動を行う目的 

５ その他前各号に掲げるものに類する目的 

○湯屋用 公衆浴場法（昭和 23 年法律第 139 号）による許可を受けた公衆浴場（物価統制令

施行令（昭和 27 年政令第 319 号）及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関す

る省令（昭和 32 年厚生省令第 38 号）に基づき 、大阪府知事が指定する入浴料金

の統制額の適用を受けるものに限る。）の営業を行う目的で使用する場合の用途を

いう。 

エ 社会福祉措置 

社会福祉施設の水道料金の減免制度については、平成24(2012)年7月策定の市政改革プラン

に基づき、受益と負担の明確化など「施策・事業の聖域なきゼロベースの見直し・再構築」を

行ったことから、世帯に対する減免制度の廃止に準じて廃止することとなり、廃止にあたって
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は、パブリック・コメントや市会での議論なども踏まえ、各施設法人の運営・経営の影響を少

しでも軽減するため、平成25(2013)年度に激変緩和措置を実施したうえで、平成26(2014)年４

月から廃止した。 

⑵ 分 担 金 

分担金制度は、料金の著しい高額化を回避し、新旧使用者間の負担の公平を図るため、施設拡張

や水資源確保に要する経費の一部を、新規使用者から一時金として徴収するもので、昭和48(1973)

年２月の料金改定の際の市議会の「新規大口水道利用者に対する分担金制度を速やかに創設するこ

と」との附帯決議に基づき、同年11月１日から実施した。 

本市では、多量使用者のみを対象としており、新設又は改造後のメータの口径が75㎜以上の給水

装置を対象としているが、住宅、社会福祉施設（公営を除く）及び公衆浴場については対象外とし

ている。 

分担金の額（昭和59(1984)年５月１日改定、令和元(2019)年10月１日から消費税率の改正に伴い、

次の区分に応じた金額に100分の110を乗じて得た額に改定） 

ア 新設工事の場合 

 メータ口径 金  額    

 75ミリメートル 2,300,000円  

 100ミリメートル 5,000,000円  

 150ミリメートル 15,000,000円  

 200ミリメートル 31,000,000円  

 250ミリメートル 56,000,000円  

 300ミリメートル 91,000,000円  

イ 改造工事の場合 

新口径にかかる分担金と旧口径にかかる分担金（ただし、メータ口径75㎜未満の場合及び125

㎜の場合は次に掲げる額）との差額。 

なお、差引対象となる旧給水装置は昭和48(1973)年10月31日以前に工事の申込みをされたも

の又は分担金を徴収されたものに限る。 

 メータ口径 金  額  

 13ミリメートル 25,000円  

 20ミリメートル 75,000円  

 25ミリメートル 140,000円  

 40ミリメートル 460,000円  

 50ミリメートル 830,000円  

 125ミリメートル 9,100,000円  

⑶ 計   量 

本市上水道は創設当時の放任制、計量制の時代を経て明治43(1910)年度から全計量制を採用して

きたが、戦災のため昭和21(1946)年10月から一部住宅用に限り使用人数による定額制を採用した。 

昭和24(1949)年度から水道メータ整備４か年計画をたて、重点的に作業を進めた結果、昭和
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26(1951)年12月の条例改正の際に再び全計量制にすることができた。その後も定額制へ移行するこ

となく、現在では完全計量制を実施している。 

メータ点検業務については、戦前は全市を145点検区に分け、各区に点検員を配置して毎月点検

制を採用していたが、戦時中の人員不足により昭和18(1943)年10月から約半数につき、昭和

19(1944)年１月から多量使用者を除く全部に、同年９月から全水栓について隔月点検制を採用し、

全市を奇数月と偶数月に分け、半減した人員を補う方法をとった。 

戦後、昭和25(1950)年５月から住宅用以外の使用者に対して毎月点検制を実施していたが、昭和

27(1952)年10月にこれを改め、多量使用者については毎月点検とし、その他の使用者については従

来どおり隔月点検とした。このほか、中心３区の使用者についても順次毎月点検に移行し、昭和

31(1956)年４月に完了した。また、茨田、巽、加美、矢田の各地においても、昭和30(1955)年４月

の編入以来、毎月点検を実施していた。 

しかし、経営の効率化、若年労働者の不足等のため、編入地区については昭和41(1966)年５月か

ら、中心３区については昭和44(1969)年12月からそれぞれ隔月点検を実施し、毎月点検は多量使用

者のみとした。 

ついで、昭和47(1972)年12月の「大阪市公営企業審議会中間答申」のなかで、経営効率化の一方

策として、点検間隔の長期化についての提言もあり、昭和48(1973)年７月から４か月点検制度に移

行し、多量使用者等については毎月点検とし、その他の使用者については４か月ごとの点検とした。 

なお、点検方法については全計量制の採用以来変わるところはなかったが、昭和31(1956)年６月

からこれまでの各点検員が一定区域を持ちきり点検する方法から、点検員が日別に分割した区域を

集団的に点検し移動していく方法に改めた。 

昭和61(1986)年４月から、目の不自由なお客さまに使用水量等を直接通知するため、使用水量及

び請求金額を点字で表示した点字版「水道使用量等のお知らせ」及びパンフレット「水道料金のご

案内」の配布を実施している。また、平成６(1994)年10月からは、口座振替のお客さまには、振替

済情報を通知している。 

平成元(1989)年６月からの検針カード・オンラインシステムの稼動に伴い、従来の点検帳に代え

て各営業所等に設置したＯＣＲ（光学式文字読取装置）で直接読み取らせる検針カードを採用し、

検針後のチェックを機械化し、転記作業を省略して、事務の簡素化・正確化を図った。 

平成６(1994)年10月には、検針カードに代わりハンディターミナルを導入し、メータ検針時に使

用水量と併せて、請求予定金額、口座振替済情報を直接お客さまに通知することにより、お客さま

サービスの向上を図った。これに伴い、従来、金融機関よりお客さまへ通知していた「口座振替済

金額等のお知らせ」を廃止した。 

平成８(1996)年４月には、経営の効率化を図るため、局が実施していたメータ点検業務を（財）大

阪市水道事業サービス協会に委託し、平成19(2007)年４月からは他都市で同種業務の実績を有する

ことなどを要件として、民間事業者に委託した。平成20(2008)年７月には、４か月点検・２か月請

求制度を廃止し、お客さまにとってわかりやすい毎月点検・毎月請求制度を導入するとともに、さ

らなる経営の効率化を図るため、点検業務に付随する計量審査業務の一部も民間事業者へ委託する

こととした。 
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⑷ 民間共同住宅の各戸計量・各戸収納 

昭和62(1987)年４月から、公営共同住宅との取扱の均衡を図るため、民間共同住宅の各戸計量・

各戸収納を実施することとした。実施当初は１建物50戸以上を対象としていたが、以後順次対象範

囲を拡大し、平成20(2008)年4月からは１建物２戸以上を対象としている。 

なお、共同住宅内の店舗部分に関しては、従来、各戸計量・各戸収納を行っていなかったが、平

成18(2006)年８月から、条件を満たす建物内の店舗については、お客さまからの申請により各戸計

量・各戸収納を行っている。 

⑸ 料 金 収 納 

昭和６(1931)年、全国各市に率先して料金の納付制を廃し、毎月集金制に改めたが、これによっ

て使用者の受ける便益は大きく、また、この制度は当時の市民生活の実態に即していたため、徴収

成績は著しく向上し、昭和14(39)～17(1942)年度には徴収率100％の好成績を収めた。しかし、その

後戦争の影響を受けて昭和18(1943)年からやむを得ず逐次隔月集金制へと切り換えられ、さらに昭

和20(1945)年７月以降は１か年以内の範囲で一括徴収する深刻な実態になった。 

戦後、昭和21(1946)年度から再び隔月集金制を実施し、さらに昭和25(1950)年５月から住宅用を

除く各使用者に対して毎月集金制を採用したが、事務能率の増進を図るために昭和27(1952)年10月

から用途種別から地域別（北区と南区、東区(現中央区)で実施）による毎月集金制に改めた。しか

し、昭和44(1969)年12月からはこれら３区についても隔月集金制とし、毎月徴収を行うのは多量使用

者のみとなった。 

ついで、昭和48(1973)年７月に点検制度が改正され、隔月点検制から４か月点検制へと移行した

が、徴収については４か月分の計量水量の２分の１を２か月ごとに徴収する隔月集金制とした。 

集金制度については、料金納付制より集金制に切り換えた当時は各集金員の一定区域持切り責任

制をとったが、昭和31(1956)年６月から第１線集金員より第２線集金員へ、第２線集金員より第３

線集金員へと順次交付替えして整理集金する制度に改めた。その後昭和38(1963)年６月から一般集

金員による持切り責任による集金制に改め、事故整理には特務集金員が当たることとなった。 

昭和41(1966)年度から、従来の集金扱（集金員が各使用者宅に訪問して領収書と引換えに現金を

受け取る方法）と非集金扱（納入通知書を使用者に送付し使用者がこれに現金を添えて金融機関に

払い込む方法）に加え、事務能率とお客さまサービス向上の見地から水道料金等について各金融機

関の預金口座から自動的に料金を払い込む口座振替制を採用することとし、各金融機関（郵便局除

く）は昭和41年８月、郵便局は定期継続振替については翌月、自動払込みについては昭和58(1983)

年８月からそれぞれ取扱いを開始した。また、平成14(2002)年２月から郵便局、平成15(2003)年４

月から出納取扱い金融機関において口座振替による引落しが全国で取扱い可能とし、平成15(2003)

年６月からＮＨＫ、電気、ガスと共通の預金口座振替依頼書（ワンライティング方式）の取扱いを

開始し、平成17(2005)年６月から大阪市内（給水区域内）で転居された場合について、同じ口座で

の振替継続が可能とし、平成19(2007)年４月から収納取扱金融機関において金融機関からの取扱申

請があれば全国の店舗で口座振替が可能となった。 

平成19(2007)年５月から業務の効率化を図るため、口座事務センターを開設し、口座振替業務の

一元化を行ったが、平成20(2008)年12月のお客さまセンターの開設に伴い、これと統合を行った。 
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口座振替扱の増加など社会情勢の変化に対応するとともに、料金収納業務の効率化を図るため、

昭和50(1975)年３月から集金制を廃止して納付制を実施し、これにより、集金員制度にかえて一般

収納業務については、収納業務従事者を置き、滞納整理業務について、別途滞納処理班を編成して

対処してきたが、昭和52(1977)年４月からは、一般収納業務及び滞納整理業務について、収納業務

従事者、主任を置き対処してきた。 

その後、平成４(1992)年６月から現地督促を主体とした初期活動重視の未納整理業務体制へ切り

替え、未納整理業務従事者と未納整理業務主任の班体制により対応することとし、さらに未納整理

業務統括主任を置き対処してきた。 

平成23(2011)年４月から平成26(2014)年度までの４年間をかけて、効率的な業務運営と経営の効

率化を図るため、段階的に未納整理業務を民間事業者へ委託していくこととした。また、この委託

契約から、同一の事業者に未納整理業務と点検・計量審査業務とを包括委託し、点検業務との連携

を高めることにより、さらなる業務の効率化を図った。なお、平成26(2014)年度から未納整理業務

全面委託に伴い、新たに業者指導、監督を目的とした未納整理責任者及び未納整理総括責任者を置

き対処してきた。その後、平成30(2018)年４月から主担者制度の活用に伴い未納整理総括責任者及

び未納整理責任者は廃止されたので、業者指導、監督にかかる業務は主担者が対処している。 

⑹ 収納窓口の拡大 

近年の社会情勢の変化で、金融機関の完全週休２日制が実施されたことによる水道料金支払窓口

の縮小及び営業時間内の支払いが困難なお客さまのニーズに応えた、年中無休・24時間営業のコン

ビニエンスストアでの水道料金収納取扱いを平成５(1993)年６月から実施し、収納窓口の拡大を図

った。平成９(1997)年10月と平成15(2003)年12月、及び平成27(2015)年４月に取扱企業の拡大を行

っている。 

また、支払方法の拡大を目的に、平成26(2014)年６月から、利便性の高い「クレジットカード決

済（継続払い）」の取扱いを開始し、平成31(2019)年３月からは、スマートフォンを活用した電子決

済による収納サービスの取扱いを開始した。 

令和５(2023)年４月からは、電子決済による収納サービスを拡充するため、収納代行業務を収納

代行業者による委託により実施することとし、令和７(2025)年１月からは、お客さま専用サイト（マ

イページ）上での電子による納入通知（電子請求）及び電子決済を開始した。 

⑺ 計算・領収証書作成 

昭和６(1931)年集金制度が採用されて以来、ペンとゴム印により点検帳から計算原簿へ、計算原

簿から領収証書への事務を繰り返していたが、昭和26(1951)年11月から計算原簿と領収証書に計算

しながら同時にタイプできるように英文タイプライターを改造して機械化を図り、以来領収証書の

美化と事務能率の向上に大きな改革をもたらした。 

ついで、昭和33(1958)年度からは料金計算、領収証書作成並びにそれに対する調定を同時に行え

るバロース会計機の使用を始め、全営業所に25台を分散配置して昭和36(1961)年７月からは全面的

に会計機処理を行うこととした。しかしながら昭和40(1965)年４月の料金改定に伴う料金計算の複

雑化と年々増大する事務量を迅速、効率的に処理するため、昭和41(1966)年５月から領収証書作成

事務を電子計算機により一元的に作成することとし、その業務を民間会社に委託した。 
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その後、昭和46(1971)年９月から年々増加する口座振替扱の収納整理事務を効率的に処理するた

め、各金融機関と磁気テープを交換して電算機で処理する方法を取り入れ、さらに昭和50(1975)年

３月から、納付制の実施に伴い、収納整理事務にＯＣＲ（光学文字読取装置）を採用することによ

り、ゴム印とソロバンによる収入管理から電子計算機による収入消込へと発展させて、事務処理効

率化の一大転換期を迎えた。さらに、昭和51(1976)年７月からは未収状況を迅速に把握するために、

ＣＯＭ（出力帳票のマイクロフィルム化）システムを導入した。 

平成元(1989)年６月から、営業所業務のオンライン化を実施し、従来手書きで発行していた窓口

領収書を営業所オンライン端末より発行し、未収情報に連動させた。 

平成４(1992)年２月から、未納整理業務に従来の滞納整理票から滞納整理票と領収証書を一体化

した領収証書付未納整理票に変更し、領収証書を発行した。 

その後、平成20(2008)年７月に未納ハンディターミナルを導入し、紙帳票であった領収証書付未

納整理票を電子データに置き換えて管理し、現地徴収時ハンディターミナルより領収証書を発行し

た。 

⑻ 検針カード・営業所オンラインシステム 

平成元(1989)年６月から、検針カード化・営業所業務のオンライン化を実施し、市民サービスの

向上、事務の効率化を図った。また、システム稼働から約20年を経過した平成24(2012)年５月より

ホスト系システムからオープン系システムへと再構築を行い、さらなる事務効率化及びお客さまサ

ービスの向上を図った。 

ア 検針業務について 

従来、営業所では点検業務から料金調定業務を中心にお客さまにかかる基本的な情報は、点

検帳で管理してきたが、点検帳から検針カードに変更して、すべての情報をホストコンピュー

タで管理することにした。 

これにより、ホストコンピュータで出力した検針カードを現地に持参し、メータの検針をし

て水量等を記入し、帰所後、検針カードをＯＣＲ（光学式文字読取装置）で直接読み取らせ、

オフィスコンピュータで差引チェックを行った後、ホストコンピュータにオンラインで伝送

し、料金計算、請求などの処理を行う形となった。その後、平成６(1994)年10月からハンディ

ターミナルを導入し、メータ検針時に使用水量と併せて、請求予定金額及び口座振替済金額を

「ご使用水量等のお知らせ」票に印字し、お客さまに通知することにより、より一層のお客さ

まサービスの向上を図った。 

イ 未収及び収入管理の機械化 

従来、未収状況を迅速に把握するため、ＣＯＭ（出力帳票のマイクロフィルム化）システム

により対応していたが、オンラインシステムの導入により、営業所に設置したオンライン端末

から即時に未収状況を把握できるようになった。さらに、平成４(1992)年２月から、未納整理

業務に従来の滞納整理票から滞納整理票と領収証書を一体化した領収証書付未納整理票に変

更し、領収証書付未納整理票をＯＣＲで直接読み取らせ、ホストコンピュータにオンラインで

伝送し、未収及び収入管理を行う形となった。 

その後、平成20(2008)年７月に未納ハンディターミナルを導入し、紙帳票であった領収証書
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付未納整理票を電子データに置き換えて管理することにより、現地での督促業務や給水停止業

務において、領収証書付未納整理票の破損、紛失することがなくなった。また、電子データの

管理により領収証書付未納整理の持ち出しの管理、前日までの収納分の消し込み業務などの省

略化を図った。 

ウ 営業所業務のオンライン化 

各水道センター、サテライト、お客さまセンター等にオンライン端末機を設置し、オンライ   

ン端末機とホストコンピュータをオンラインで結び、お客さまからの料金等の問合わせや、料    

金の支払い、使用開始・中止、修繕の申込みに「早く」「正しく」「どこからでも」スピーディ 

な対応ができるようになっている。 

エ 情報管理 

個人情報の保護を図るため、お客さまに関する情報については、ホストコンピュータに登録

し、オンライン端末機等をホストコンピュータと専用回線で結び、データ入出力などを行っ

ていた。再構築後もサーバに情報を登録する方式とし、ＩＤカードによる端末機の操作制限か

らユーザＩＤ認証に変更し、処理業務の限定などの対策を講じている。 

また、ホストコンピュータの円滑な運用を図るため、一定時期以前の情報については、過去

情報として、営業課（当時）に設置するオフィスコンピュータの光ディスクに収録し管理する

こととした。その後、年々増加する過去情報の収録に対応するため、平成15(2003)年11月から

サーバ方式による収録に変更した。サーバに収録された過去情報については、水道センターの

ＰＣクライアント端末から照会が可能である。 

 ⑼ お客さま専用サイト（マイページ）の開始 

令和６(2024)年１月から、ご使用水量・水道料金等の閲覧、水道の使用開始・中止などの水道に  

関するお申込みが可能なお客さま専用サイト（マイページ）の運用を開始し、いつでもどこからで  

もお客さま自身が使用水量や水道料金等の必要な情報を取得でき、インターネットを通じて様々な 

手続きができる仕組みを構築することで市民サービスの向上、事務の効率化を図った。 

また、令和７（2025）年１月にはマイページの更なる利便性向上のため、パソコンやスマートフ

ォン等からマイページ上で水道料金等の支払手続が完結できる、電子による納入通知（電子請求）

及び電子決済機能や断水時における応急給水拠点情報の発信機能を導入した。 

⑽ 給水装置工事にかかる関連制度 

給水装置工事は本市の直営施行を原則としていたが、戦後工事が急激に増加し、これに対処する

ために昭和22(1947)年12月給水装置工事事業者の公認制度を採用し、メータ内工事については公認

業者施行とし、その後、昭和24(1949)年10月から施行範囲を道路境界線から内部とした。 

その後、給水装置工事の適正を期すため、昭和26(1951)年６月に責任技術者制度を、また、昭和

28(1953)年10月に技能者制度を創設し、公認業者には本市の試験に合格した責任技術者及び技能者

を常置しなければならないこととし、業者の責任の明確化と施行技術の向上を期してきた。 

しかし、近年の国における規制緩和の推進に伴い、水道を使用するために必要な給水管など 

の器具にかかる制度や給水装置工事を行う事業者制度等の見直しが行われた。 

ア 給水器具にかかる規制緩和（平成９(1997)年10月施行） 
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従前の給水器具にかかる型式承認・検査制度を廃止し、厚生省は水道法を改正して、給水装

置にかかる構造・材質基準を明確にして、各々の給水器具の性能基準を定めた。 

この結果、給水装置に使用する給水管及び給水器具は性能基準適合品であれば使用できるこ

ととなった。なお、配水管への取付部からメータまでの間の給水管及び給水用具については震

災時の復旧等の迅速化などの観点から、本市を含む各水道事業体で指定している。 

また、検査制度についても、製造業者が自ら基準適合性を証明する自己認証制度を基本とす

るほか、製造業者の任意による第３者認証制度が設けられた。 

イ 指定工事店制度にかかる規制緩和（平成10(1998)年４月施行） 

水道指定工事店制度（本市では前述の「公認業者制度」）を見直し、水道事業者ごとに異なっ

ている給水装置工事事業者の指定要件の統一化等を図るため、水道法が改正された。これによ

り水道事業者は、給水装置工事を行う者から指定の申請があったとき、次の要件に適合してい

ると認めるときは指定しなければならないこととなった。 

○ 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置くこと 

○ 厚生省令で定める機械器具を有すること 

○ 一定の欠格要件に該当しないこと 

また、指定要件の一つである給水装置工事主任技術者については、新たな国家資格制度とし

て位置付けられている。 

ウ 指定給水装置工事事業者による工事施行範囲の拡大（平成18(2006)年11月施行） 

本市の直営施行を原則としていた道路部分の給水装置工事について、一部、指定給水装置工

事事業者による分岐穿孔・配管が行えるものとし、施工範囲の拡大を行った。なお、平成

20(2008)年4月から、配水管・配水細管の切断を伴わない給水管口径150mm以下の分岐、及び布

設撤去まで拡大している。 

  エ 指定給水装置工事事業者の指定の更新制の導入（令和元(2019)年10月１日施行） 

 指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、水道法が改正され、

指定給水装置工事事業者の指定の有効期限が定められ５年ごとの更新制が導入された。 

⑾ 給水円滑化に向けた関連制度  

主なものは次のとおりである。 

ア 給水装置の無料修繕 

宅地内及び道路漏水等の早期修繕等を図るため、次のとおり無料修繕を行っている。 

(ｱ) 配水管の分岐点からメータまでの部分の給水装置の漏水修繕 

ただし、使用者又は所有者の故意又は重大な過失によるものには適用しない。 

(ｲ) 配水管の分岐点からメータまでの漏水調査において必要となる処置 

(ｳ) 機能不良による口径40㎜以下の止水栓の取替修繕。ただし配水管の分岐点からメータま

でに設置の止水栓とする。 

(ｴ) メータから給水栓側におけるメータパッキン及び逆止弁付メータパッキンの取替修繕 

イ 給水装置の整備 

給水装置に起因する出水不良、にごり水及び漏水等を解消するため、既設給水装置を整備、  
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改良し、給水の円滑化を図るとともに、給水装置の維持管理及び市民サービスの向上に努め  

ている。給水装置整備工事は、次のとおりである。 

(ｱ) 給水管整備 

(ｲ) 給水幹線整備 

(ｳ) 止水栓整備 

(ｴ) メータ位置改良 

(ｵ) 中止栓撤去 

(ｶ) 大型メータボックス整備 

ウ 経年給水管の整備 

昭和63(1988)年７月から、道路内で漏水し維持管理上問題のある鉛給水管及び硬質塩化ビ  

ニル管を修繕工事後に、耐衝撃性硬質塩化ビニル管又はポリエチレン二層管に布設替するこ  

とにより、整備、改良を図ることとした。また、平成13(2001)年２月からは道路での使用延 

長の長い鉛給水管も整備の対象とし、平成15(2003)年4月から、鉛に係る水質基準の改正を 

踏まえ、鉛給水管の長いものを対象に優先順位をつけて整備している。 

なお、耐衝撃性硬質塩化ビニル管は平成27(2015)年９月から使用廃止としている。 

エ 配水細管の布設 

昭和35(1960)年５月から未認定道路等将来とも配水管布設の見込みのない箇所に配水細  

管を布設し、当該箇所の給水装置の接合替を行うことによって給水の円滑化及び給水装置の 

整備改良を図ってきたが、平成26(2014)年３月に配水細管の取り扱いを廃止した。ただし、 

それ以降は配水細管に代わり配水管として布設することにより、継続して給水の円滑化及び 

給水装置の整備改良を図ることとした。 

オ 接合替工事による整備 

昭和35(1960)年度から、配水管の新設、布設替及び道路舗装工事に際し、給水管を既設配 

水管から新しい配水管に無料で接合替する改良工事を行うこととし、これによって給水装置  

の整備を促すとともに、給水の円滑化、漏水防止並びにサービスの拡充を図ることとした。 

カ 給水装置工事資金の貸付あっせん 

給水装置工事費を月賦払にという需要者の希望に応えて、昭和25(1950)年８月10日から、 

新設・改良その他工事について工事費の範囲内で、大阪シティ信用金庫中之島支店を通じて 

資金の貸付あっせんを行っている。 

貸付限度額は30万円とし、貸付金の償還は、24ヵ月以内の均等分割払いで、利息は「１年 

もの定期預金の利率＋1.3%」となっている。 

キ 直結給水の適用範囲の拡大 

小規模貯水槽水道による衛生問題の解消を図るとともに、給水サービスの向上に寄与する  

ことを目的に直結給水の適用範囲の拡大を行っている。 

昭和62(1987)年12月から、建築基準法の一部改正を契機に３階建て専用住宅への配水管水 

圧による直結直圧式給水を実施した。 

平成８(1996)年４月１日から浄・配水設備の整備により配水管水圧の昇圧が可能となった 
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ため、専用住宅以外の３階建て建物に対しても配水管水圧による直結給水を拡大した。 

長居配水場の完成により南部地域における配水管最小動水圧が安定的に向上したことか 

ら、市内のほぼ全域において0.196Mpa（2.0kgf/㎡）で設計することが可能となった。 

これを契機に、平成17(2005)年12月１日からヒートアイランド対策として、３階建ての屋 

上に屋上緑化散水用給水栓又は太陽熱利用温水器等の都市環境の向上に資する給水用具の  

設置を認め、その給水高さを水理計算上、給水が可能な高さまで認めることとした。 

直結給水用増圧装置（ポンプ）による直結増圧給水については、平成７(1995)年３月１日 

から給水高さ25ｍ（８階建て程度）までの小規模貯水槽設置建物を対象に実施しており、平  

成19(2007)年10月１日には基準を一部改正し、メータ口径75㎜以下、使用圧力0.75MPa以下 

の増圧装置で給水できる概ね15階建て程度の建物まで拡大した。さらに、平成30(2018)年７ 

月２日から直結給水用増圧装置（ポンプ）の直列多段式を採用し給水範囲を水理計算上可能 

な範囲まで拡大した。また、特に配水管水圧の高い地域における特例措置として、直結給水 

用増圧装置の設置を留保し配水管水圧による4階・5階までの直結直圧給水を認めている。 

ク 夜間・休日における緊急修繕範囲の拡充 

お客さまからの水まわりに関するさまざまな修繕要請に対応するため、平成12(2000)年４ 

月から従前の夜間・休日における職員の応急修繕体制に加えて、新たに待機業者を導入し、 

緊急時における宅内の水まわり全般の修繕要請に対応できるよう、お客さまサービスの拡充 

を図っている。 

平成20(2008)年５月の水道工事センターの業務再編を契機に、夜間休日の宅地内における 

直営修繕体制を廃止し、宅地内給水装置等修繕工事受注者による体制に一本化した。 

ケ 宅地内における鉛給水管取替への助成制度 

     近年、鉛給水管使用者にとって、健康・水質面への関心が高く、安心・安全な水を望む声 

が大きくなっている。このことから、宅地内部分における鉛給水管の早期解消に向けた新た    

な対策として、助成制度を令和元(2019)年９月１日より実施している。 

⑿ そ の 他 

  水道事業者が他の水道事業者のために浄水を供給する分水は、地方公営企業法における水道事

業として位置づけられており、本市では、「大阪市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関す

る条例」に基づき、公益上必要がある場合に実施している。 

  令和７(2025)年３月31日現在、本市からは、豊中、守口、大東、東大阪、松原、八尾及び吹田

の７市に対して分水による浄水の供給を行っており、豊中、摂津、吹田、東大阪、松原の５市か

ら分水による浄水の供給を受けている。 

 



○ １㎥につき16円 ○ 左に同じ ○ １㎥につき25円 ○ １㎥につき50円 ○ 左に同じ ○ １㎥につき55円 ○ １㎥につき74円 ○ １㎥につき84円 ○ 左に同じ ○ １㎥につき70円 ○ １㎥につき70円

○ 責任水量制 ○ 左に同じ ○ 左に同じ ○ 左に同じ ○ 契約水量制 ○ 左に同じ ○ 左に同じ ○ 左に同じ ○ 実使用水量制 ○ 左に同じ ○ 左に同じ

○ ７,８,９月の
各月の分水量
のうち最大使
用月の水量を
契約期間中の
責任使用水量
とする。

○ 左に同じ ○ 左に同じ ○ 左に同じ ○ 年間分水量が
年間契約水量
に達しない場
合は、年間契
約水量をもっ
て年間分水量
とする。

○ 左に同じ ○ 左に同じ ○ 左に同じ ○ 計量水量によ
る実使用水量
制とする。

○ 左に同じ ○ 左に同じ

○ ４～８月の分
水料金は、前
年度の責任使
用水量で算定
し、契約期間
に係る責任使
用水量の確定
後、９月分の
料金において
清算する。

○ ４～８月の各
月の分水料金
は、月間分水
量をも
って算定し、
契約期間に係
る責任使用水
量の確定後、
９月分料金に
おいて清算す
る。

○ 左に同じ ○ 左に同じ ○ ただし、豊中
市について
は、実使用水
量制とする。

○ 左に同じ ○ 左に同じ ○ 左に同じ ○

○ ただし、豊中
市について
は、昭和52年
10月から実使
用水量制とす
る。

○ メーター管理
費廃止

～ ～ ～ ～

平14年３月

～

令６年４月平18年４月

平21年９月昭56年３月 昭59年９月

昭59年10月（注） 平５年６月（注）

～

令５年３月

～

平18年３月平５年５月

（注）　ただし、上表により算出した金額に、平成元年５月分から平成９年３月分までは3/100、平成９年４月分から平成26年３月分までは5/100、平成26年４月分から令和元年10月分までは8/100、令和元年11月
分からは10/100を乗じて得た額を加算している。

～

昭47年３月 昭48年２月 昭50年８月

～ ～

ただし、相互
に分水をして
いる場合に受
水料金が送水
料金（70 円/
㎥）を超える
ときは、送水
料金は受水料
金の算定方法
の例により算
定した額とす
る。

平14年４月

～

市外給水料の変遷（昭和44年度以降）

昭44年９月 昭47年４月 昭48年３月 昭50年９月 昭56年４月 平21年10月

6
8
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第 ４ 章  財務の状況 

 

１ 概   要 

（１）収益的収支  

水道事業会計 単位：百万円（税抜）

６年度 ５年度 差　引 増減率（％）

収益 64,134 62,471 1,664 2.7

　給水収益 58,506 53,051 5,454 10.3

　受託工事収益 201 163 39 23.8

　長期前受金戻入 1,274 1,142 131 11.5

　その他 4,154 7,760 △ 3,606 △ 46.5

　特別利益 0 355 △ 355 皆減

費用 53,449 52,957 492 0.9

　人件費 11,034 10,966 68 0.6

　物件費 21,226 19,923 1,303 6.5

　資本費 18,692 19,229 △ 538 △ 2.8

　その他経費 2,497 2,407 90 3.8

　特別損失 0 432 △ 432 皆減

当年度損益 10,686 9,514 1,172 -

経常損益 10,686 9,591 1,095 -

（注）　表内計数は、全て四捨五入を行っており、また差引、増減率（％）は円単位で計算しているため表内計算で一致しない場
合があります。

 

 

収益は、641 億 3,400 万円で、前年度に比べ 2.7％増加した。給水収益は、家庭用や旅館業等の使

用水量が増加したことにより、前年度に実施した減額措置※に係る減額相当額等を含めた実質的な給

水収益と比べると、2.0％増加した。また、土地売却による特別利益が皆減となった。 

 

費用は、534 億 4,900 万円で、前年度に比べ 0.9％増加した。これは、企業債残高及び平均利率の

減による支払利息の減などにより資本費が減少したものの、浄水場設備等の修繕工事や大規模工事

の基本検討業務の増による委託料の増や浄配水設備整備修繕の増による修繕費の増などにより、物

件費が前年度に比べ 6.5％増の 212 億 2,600 万円に増加したことなどによるものである。 

 

この結果、当年度損益は 106 億 8,600 万円の純利益となり、前年度に比べ 11 億 7,200 万円の収支 

改善となった。 
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※ 減 額 措 置・・・全世帯に対し令和５年 10 月検針分から 12 月検針分までの基本料金の一律減額を

実施。市民生活の支援のための施策であるため、減額相当額（43 億 1,000 万円）と

事務費等（1,300 万円）の必要経費の繰入を受けた。 

           

 

（２）資本的収支 

水道事業会計 単位：百万円（税込）

資本的支出 37 ,173 資本的収入 6 ,919

　建設改良費 23,653 　企業債 5,700

　企業債償還金 13,298 　固定資産売却代金 66

　その他 222 　工事負担金 1,107

　その他 45

収支差引 △ 30 ,254

補てん財源 30,254

　減債積立金 9,114

　建設改良積立金 400

　損益勘定留保資金等 20,740

６年度

 

 

資本的収入は、69億1,900万円で、これは、建設改良費に充当するために借り入れた企業債、固

定資産売却代金、工事負担金などである。 

資本的支出は、371億7,300万円で、これは、水道施設基盤強化計画などの建設改良費、企業債

の償還金などである。 

この結果、収支差引は302億5,400万円の不足となり、この不足は、減債積立金、建設改良積立

金及び損益勘定留保資金等で全額補てんした。 
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２ 損益計算書 

令和６年度大阪市水道事業損益計算書 

自 令和６年４月１日 

至 令和７年３月31日 

51,395,574,234 61,828,666,935

10,357,846,827 58,505,588,385

6,489,637,727 201,202,261

4,234,809,023 3,121,876,289

157,159,556

5,804,249,160

5,228,498,656

17,445,694,533

1,677,678,752

2,052,957,675 2,305,436,377

1,270,984,363 38,674,397

745,000,000 8,144,000

36,973,312 1,273,567,917

985,050,063

10,685,571,403

64,134,103,312 64,134,103,312

雑 収 益

計 計

当 年 度 純 利 益

長 期 前 受 金 戻 入雑      支      出

資 産 減 耗 費

営 業 外 費 用 営 業 外 収 益

受取利息及び配当金
支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

一 般 会 計 分 担 金 国 庫 補 助 金

業 務 費

総 係 費

減 価 償 却 費

配 水 費 受 託 工 事 収 益

給 水 費 そ の 他 営 業 収 益

受 託 工 事 費

円 円

営 業 費 用 営 業 収 益

浄 水 送 水 費 給 水 収 益

費　　　　　　用 収　　　　　　益

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額
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３ 貸借対照表 

令和６年度大阪市水道事業貸借対照表 

（令和７年３月31日） 

円 円

1. 424,716,151,048 1. 94,034,270,722

403,584,979,662 81,108,691,310

土 地 5,449,610,439 137,299,170

建 物 39,923,769,256 12,333,804,078

構 築 物 706,295,861,506 454,476,164

機 械 及 び 装 置 112,920,031,328 2. 31,154,506,499

車 両 運 搬 具 498,172,829 7,806,920,435

工具、器具及び備品 2,169,408,354 161,108,772

リ ー ス 資 産 827,057,280 17,911,692,574

建 設 仮 勘 定 15,234,645,049 785,735,402

減価償却累 計額 △ 479,733,576,379 1,079,287,003

11,718,723,281 3,409,762,313

共 同 溝 利 用 権 9,526,900,321 3. 30,462,397,516

ソ フ ト ウ ェ ア 760,875,650 67,114,127,354

建 設 仮 勘 定 1,430,947,310 △ 36,651,729,838

9,412,448,105

投 資 有 価 証 券 210,800,000 1. 299,239,016,747

出 資 金 511,600,000 2. 30,244,364,803

基 金 7,706,973,069 10,045,178,566

そ の 他 投 資 230,393,830 国 庫 補 助 金 418,979,026

破産更生債 権等 2,427,700 一般会計補 助金 154,534,000

貸 倒 引 当 金 △ 2,427,700 工 事 負 担 金 5,108,402,983

その他固定 資産 1,886,876,523 分 担 金 2,718,071,956

減価償却累 計額 △ 1,134,195,317 受贈財産評 価額 386,122,960

2. 60,418,405,239 その他資本剰余金 1,259,067,641

現 金 ・ 預 金 52,810,163,009 20,199,186,237

未 収 金 4,655,005,368 当年度未処分利益剰余金 20,199,186,237

貸 倒 引 当 金 △ 49,422,640

貯 蔵 品 950,452,259

前 払 金 2,052,207,243

485,134,556,287 485,134,556,287計 計

投 資 そ の 他の 資産

流 動 資 産

資 本 剰 余 金

（資　本）

収 益 化 累 計 額

資 本 金

剰 余 金

引 当 金

無 形 固 定 資 産 預 り 金

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

そ の 他 固 定 負 債

流 動 負 債

企 業 債

未 払 金

前 受 金

利 益 剰 余 金

借　　　　　　　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　　　　　　　方

科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目 金　　　　額

リ ー ス 債 務

（資　産） （負　債）

固 定 資 産 固 定 負 債

有 形 固 定 資 産 企 業 債

リ ー ス 債 務

引 当 金
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企業債及び一時借入金の概況 

  企業債の起債額は次のとおりであり、一時借入金の本年度末現在高はなし。 

 

企 業 債 の 起 債 額 

種 別 
項 目 

政 府 資 金 
地方公共 団体 
金融機構 資金 

公 募 債 計 

浄配水設備改良 
事 業 資 金 

円 
0 
 

円 
0 
 

円 
5,700,000,000 

 

円 
5,700,000,000 

 

 

４ 資産の有効活用 

水道局では、水道事業の運営にあたり浄水場・配水場をはじめとするさまざまな施設・用地を保

有しているが、水道料金以外の収入の確保と市民に親しまれる施設づくりの観点から、安全衛生上

の配慮を最優先にしつつその有効活用に取り組んでいる。 

平成 19(2007)年７月には「局資産の転活用にかかる基本計画」を策定し、さらなる効果的な資

産の活用を進めるとともに、水道事業として活用の見込みがなく処分することが当該用地の有効活

用に資すると判断されるものについては、基本的には処分の対象とすることとし、平成 19(2007)

年度から一般競争入札による売却等を進めている。 

(1) 駐車場用地貸付 

管路用地の地上部等を利用した駐車場事業については、昭和 56(1981)年４月から局監理団体

による事業運営を行ってきたが、透明性、収益性を確保する観点から、平成 20(2008)年度から

条件付一般競争入札により決定した民間事業者に対する用地貸付に改め、実施している。 

(2) 事業用資産貸付 

  庭窪浄水場用地の一部用地について、平成 28(2016)年度から条件付一般競争入札方式により 

決定した民間事業者に、事業用定期借地権を設定し貸付を実施している。 

(3) スポーツ施設 

城東配水場用地の一部を利用したゴルフ練習施設（シティゴルフつるみ）及び柴島浄水場の

配水池上部を利用した複合スポーツ施設（くにじまスポーツ）の各事業については、局附帯事業

として監理団体への管理委託により平成６(1994)年３月以降順次実施してきたが、平成

18(2006)年度から条件付一般競争入札により決定した民間事業者に対する施設貸付に改め、実施

している。 

柴島浄水場の配水池上部を利用した屋外テニスコート施設（くにじまテニスコート）につい

ては、監理団体への管理委託により昭和 63(1988)年度から実施してきたが、平成 21(2009)年度

からシティゴルフつるみ、くにじまスポーツとともに条件付一般競争入札により決定した民間事
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業者に対する施設貸付に改め、実施している。 

(4) 公園 

巽配水場の配水池上部については、平成９(1997)年４月から、巽東公園として提供している。 

(5) 自動販売機 

事業所等における清涼飲料水等自動販売機の設置にあたっては、設置事業者の選定について

競争性、透明性を確保するため、平成 20(2008)年度から価格提案審査を実施して使用料を決定

し、設置している。 
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第５章 水質管理 

 

１ 水質管理の概要 

(1) 大阪市水道・水質管理計画 

本市では毎事業年度の開始前に『大阪市水道・水質管理計画』を策定し、これに基づいて水質管理

を行っている。本計画は法に基づいた水質検査計画に加えて浄水場水質管理計画、水源水質監視計画

及び水質調査計画から構成されており、水源から給水栓に至る各過程の水質項目毎に水質変動の特徴

を考慮し、水質測定項目、採水場所及び測定回数を定めるとともに、水質異常時等の臨時検査の実施

要件についても定めている。（図－１） 

 

(2) 水質検査 

水道法施行規則第 15 条第１項第１号イに基づいた色、濁り及び消毒の残留効果について、市内 39

地点に設置した水質遠隔監視装置を用いて毎日検査した。 

水道法施行規則第 15条第１項第１号ロに基づき、水質基準全 51項目について水質検査を実施した。

水質検査のための採水は、配水系統毎に代表的な水質を確認するために合計 21か所の給水栓で行った。

ただし、浄水場を出てから給水栓までの間、濃度の変化が見込まれない水質項目については浄水場出

口で採水した。 

(3) 浄水場水質管理 

浄水場出口の浄水が水道水として適合しているかどうかの検査とともに、浄水処理性を確認するた

めに柴島、庭窪、豊野の各浄水場において浄水処理工程の水質試験を行った。測定項目は、水質基準

項目 51 項目のほか、水質管理目標設定項目のうち 19 項目（水質基準項目と重複する項目は除く、ま

た農薬類は１項目と数える）、その他浄水処理性を評価するために必要である 24項目であった。 

(4) 水源水質監視 

水源水質監視は、水道水の安全性確保及び現在から将来にわたる水源及び原水水質の予測に寄与す

ることを目的としている。本市の水源である琵琶湖（５か所）、淀川本川（８か所）、淀川支川（５か

所）、流域の事業所排水（９か所）について水質調査を行った。なお、琵琶湖、淀川本川及び淀川支川

（水道法施行規則第１５条第６項に基づく検査計画） 

図－１  大阪市水道・水質管理計画の構成 

水 質 管 理 計 画 

水 質 検 査 計 画 

浄水場水質管理計画 

水源水質監視計画 

水 質 調 査 計 画 
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の調査は、本市を加えた９の水道事業体で構成する「淀川水質協議会」において共同で水質調査を実

施した。また、水源における油の流出や異臭、魚のへい死といった水源水質事故には、国土交通省近

畿地方整備局を中心とした「淀川水質汚濁防止連絡協議会」で整備された、上記と同じ９事業体の連

絡体制を活用して、情報を正確かつ速やかに入手し、浄水場における対応に利用している。 

(5) 水質調査 

水道の原水に極微量の濃度で含まれる物質及び水道の浄水処理又は配・給水の過程で副生されるお

それのある物質等について、健康影響又は利便上の影響に関する情報を収集・精査し、その結果に基

づいて新たに調査が必要とされる項目に関して、測定方法の確立、水道水源、市内給水栓での実態調

査、浄水処理工程等での挙動の把握、低減化するための技術の開発等を中心に調査を継続している。 

 

２ 水質基準等に関する水道水の検査結果 

 水質基準等に関する水道水の検査結果を表－４に示した。水質検査は、厚生労働省の通知に基づき、

市内給水栓で採水した水道水及び各浄水場の浄水について実施した。令和６(2024)年度は、水質基準に

ついてすべて基準値を満足するとともに、水質管理目標設定項目についても目標値を満足する結果であ

った。 

 

３ 水源水質の概要 

(1) 琵琶湖の水質 

琵琶湖４調査地点の水質測定結果（年間 12回の平均値）を表－１、２に示した。 

生活環境基準項目の年 12回の測定結果を環境基準値と比較すると、ｐＨ値は唐崎沖で年４回、その

他の３調査地点で年３回、基準値を超過していた。溶存酸素量は三井寺沖中央で年１回、基準値を超

過していた。浮遊物質量は三井寺沖で年２回、唐崎沖で年１回を除き、全調査地点で年間を通して基

準値を超過していた。 

 

表－１ 琵琶湖の水質測定結果（生活環境基準項目）   （令和６年度平均値） 

調査地点 
 
項目 

三井寺沖中央 唐崎沖 三井寺沖 山田港沖 
環境基準値 

（湖沼 AA類型） 

ｐＨ値 8.2 8.3 8.2 8.2 6.5以上 8.5以下 

溶存酸素量 
（mg/L） 10.2 10.2 10.1 10.2 7.5mg/L以上 

浮遊物質量 
（mg/L） 4 5 4 7 1mg/L以下 

 

富栄養化関連項目である全窒素、全リンの測定結果(表－２)を環境基準値と比較すると、全窒素は、

唐崎沖で年 12 回、山田港沖で年 11 回、三井寺沖で年９回、三井寺沖中央で年６回、基準値を超過し

ていた。全リンは、唐崎沖で年 12回、山田港沖で年 11回、三井寺沖で年 10回、三井寺沖中央で年６

回、基準値を超過していた。 
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表－２ 琵琶湖の水質測定結果（富栄養化関連項目）   （令和６年度平均値） 

調査地点 
 

項目 
三井寺沖中央 唐崎沖 三井寺沖 山田港沖 

環境基準値 
（窒素リンⅡ類型） 

全窒素 
（mg/L） 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2mg/L以下 

全リン 
（mg/L） 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01mg/L以下 

 

(2) 淀川の水質 

淀川本川８調査地点の生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）の調査結果（年間 12回の平均値）を表－３

に示した。ＢＯＤは全ての地点では環境基準値を満たしていた。 

 

           表－３ 淀川本川の水質測定結果（ＢＯＤ）（令和６年度平均値） 

項目 

調査地点 

 環境 

 類型 

ＢＯＤ（mg/L） 

平均値 環境基準値 

瀬田川（大橋） Ａ 0.9 2以下 

木津川（御幸橋） Ａ 0.7 2以下 

宇治川（御幸橋） Ｂ 0.9 3以下 

桂 川（宮前橋） Ａ 1.0 2以下 

枚方大橋 左岸 Ｂ 0.9 3以下 

枚方大橋 右岸 Ｂ 1.0 3以下 

鳥飼大橋 左岸 Ｂ 0.9 3以下 

鳥飼大橋 右岸 Ｂ 0.9 3以下 

            
    ※環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼、海域で 

それぞれ利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととされている。 
河川については AA～Eが設定されており、AAが最も清浄な水域である。 
 

淀川本川における水銀、シアン等の健康項目の測定結果は、全ての調査地点で環境基準値以下であ

った。 

過去の水質の経年変化について、木津川（御幸橋）は流域人口の増加に伴い昭和 50年代の後半から

60年代にかけてＢＯＤ等が若干増加する傾向が認められたものの、最近では増加傾向に歯止めがかか

り、水質は横ばい状態である。宇治川（御幸橋）は流量が多く水質は安定している。桂川（宮前橋）

は、京都市内の家庭雑排水、工場排水によって、著しく悪化していたが、京都市の下水道整備や工場

排水の規制強化に伴いＢＯＤ等が大きく減少し、水質は大幅に改善されている。（図－２） 
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図－２ 三川におけるＢＯＤの経年変化 

 

淀川の水質を代表する枚方地点（環境基準点）のＢＯＤは昭和 44(1969)年にピ－クを示した後、4mg/L

前後で推移した。昭和 63(1988)年頃から減少し約 2.5mg/L で推移し、近年はさらに減少し、令和６

(2024)年度は 1.0mg/L であった。アンモニア態窒素は昭和 60 年代以降大きく減少し、令和６年度は

0.04mg/Lであった。（図－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 枚方地点におけるＢＯＤ、アンモニア態窒素の経年変化 

（枚方大橋左岸、枚方大橋右岸の平均値） 

備考：平成 14年度の桂川(宮前橋)は４月採水時に降雨の影響で、BODが 38.8mg/Lと高い値を 

示したため年平均値は 5.3mg/Lであった。なお、４月を除外した年平均値は 2.3mg/Lである。 
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水質項目 基　準　値 浄水場出口1)

1 一般細菌 1mＬ中集落数100以下 1 個/mL 0 個/mL 0 個/mL
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 0.0003 mg/L未満 0.0003 mg/L未満 0.0003 mg/L未満 *
4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 0.00005 mg/L未満 0.00005 mg/L未満 0.00005 mg/L未満 *
5 セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満 *
6 鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.002 mg/L 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満
7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.0005 mg/L未満 0.0005 mg/L未満 0.0005 mg/L未満 *
8 六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 0.002 mg/L未満 0.002 mg/L未満 0.002 mg/L未満
9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 0.004 mg/L未満 0.004 mg/L未満 0.004 mg/L未満

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 1.2 mg/L 0.7 mg/L 1.0 mg/L
12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 0.10 mg/L 0.06 mg/L 0.08 mg/L
13 ホウ素及びその化合物 1.0 mg/L以下 0.02 mg/L 0.02 mg/L 0.02 mg/L *
14 四塩化炭素 0.002 mg/L以下 0.0001 mg/L未満 0.0001 mg/L未満 0.0001 mg/L未満 *
15 1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 0.002 mg/L未満 0.002 mg/L未満 0.002 mg/L未満 *

17 ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満 *
18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 0.0001 mg/L未満 0.0001 mg/L未満 0.0001 mg/L未満 *
19 トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 0.0003 mg/L未満 0.0003 mg/L未満 0.0003 mg/L未満 *
20 ベンゼン 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満 *
21 塩素酸 0.6 mg/L以下 0.053 mg/L 0.016 mg/L 0.026 mg/L
22 クロロ酢酸 0.02 mg/L以下 0.002 mg/L未満 0.002 mg/L未満 0.002 mg/L未満
23 クロロホルム 0.06 mg/L以下 0.008 mg/L 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L
24 ジクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 0.002 mg/L 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満
25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 0.009 mg/L 0.001 mg/L 0.004 mg/L
26 臭素酸 0.01 mg/L以下 0.003 mg/L 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L
27 総トリハロメタン2) 0.1 mg/L以下 0.026 mg/L 0.001 mg/L 0.010 mg/L
28 トリクロロ酢酸 0.03 mg/L以下 0.002 mg/L 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満
29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 0.009 mg/L 0.001 mg/L未満 0.003 mg/L
30 ブロモホルム 0.09 mg/L以下 0.003 mg/L 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L
31 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下 0.004 mg/L 0.002 mg/L未満 0.002 mg/L未満
32 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/L以下 0.1 mg/L未満 0.1 mg/L未満 0.1 mg/L未満
33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 0.02 mg/L 0.01 mg/L未満 0.01 mg/L未満
34 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 0.03 mg/L未満 0.03 mg/L未満 0.03 mg/L未満
35 銅及びその化合物 1.0 mg/L以下 0.1 mg/L未満 0.1 mg/L未満 0.1 mg/L未満
36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 21 mg/L 12 mg/L 18 mg/L
37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 0.006 mg/L 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満
38 塩化物イオン 200 mg/L以下 17 mg/L 6 mg/L 14 mg/L
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 45 mg/L 37 mg/L 40 mg/L *
40 蒸発残留物 500 mg/L以下 108 mg/L 74 mg/L 93 mg/L *
41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 0.02 mg/L未満 0.02 mg/L未満 0.02 mg/L未満 *
42 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下 0.000001 mg/L未満 0.000001 mg/L未満 0.000001 mg/L未満
43 2-メチルイソボルネオ－ル 0.00001 mg/L以下 0.000001 mg/L未満 0.000001 mg/L未満 0.000001 mg/L未満
44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 0.002 mg/L未満 0.002 mg/L未満 0.002 mg/L未満 *
45 フェノール類 0.005 mg/L以下 0.0005 mg/L未満 0.0005 mg/L未満 0.0005 mg/L未満 *
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 mg/L以下 0.9 mg/L 0.5 mg/L 0.7 mg/L
47 ｐＨ値 5.8 ～ 8.6 7.9 7.3 7.6
48 味 異常でないこと
49 臭気 異常でないこと
50 色度 5 度以下 0.9 度 0.5 度未満 0.5 度未満
51 濁度 2 度以下 0.3 度 0.1 度未満 0.1 度未満

■水質管理目標設定項目（27項目）　　　※番号4、6、7、11は項目無し

水質項目 目　標　値 浄水場出口1)

1 アンチモン及びその化合物 0.02 mg/L以下 0.00019 mg/L 0.00012 mg/L 0.00015 mg/L *
2 ウラン及びその化合物 0.002 mg/L以下（暫定） 0.0001 mg/L未満 0.0001 mg/L未満 0.0001 mg/L未満 *
3 ニッケル及びその化合物 0.02 mg/L以下 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満
5 1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 0.0001 mg/L未満 0.0001 mg/L未満 0.0001 mg/L未満 *
8 トルエン 0.4 mg/L以下 0.006 mg/L未満 0.006 mg/L未満 0.006 mg/L未満 *
9 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）5) 0.08 mg/L以下 0.006 mg/L未満 0.006 mg/L未満 0.006 mg/L未満 *

10 亜塩素酸3) 0.6 mg/L以下 ― ― ― *

12 二酸化塩素3) 0.6 mg/L以下 ― ― ― *
13 ジクロロアセトニトリル 0.01 mg/L以下（暫定） 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満
14 抱水クロラール 0.02 mg/L以下（暫定） 0.003 mg/L 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満

15 農薬類4) 検出値と目標値の
比の和として、1以下

0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 *

16 残留塩素 1 mg/L以下 0.71 mg/L 0.24 mg/L 0.47 mg/L

17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
10 mg/L以上

100 mg/L以下
45 mg/L 37 mg/L 40 mg/L *

18 マンガン及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.006 mg/L 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満
19 遊離炭酸 20 mg/L以下 3.4 mg/L 1.2 mg/L 2.3 mg/L *
20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3 mg/L以下 0.003 mg/L未満 0.003 mg/L未満 0.003 mg/L未満 *
21 ﾒﾁﾙ-t -ブチルエーテル（MTBE） 0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L未満 0.0002 mg/L未満 0.0002 mg/L未満 *
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3 mg/L以下 1.7 mg/L 0.7 mg/L 1.0 mg/L *
23 臭気強度（TON） 3 以下 1 1 1 *

24 蒸発残留物
30 mg/L以上

200 mg/L以下
108 mg/L 74 mg/L 93 mg/L *

25 濁度 1 度以下 0.3 度 0.1 度未満 0.1 度未満
26 ｐH値 7.5 程度 7.9 7.3 7.6

27 腐食性（ランゲリア指数）
-1程度以上とし、
極力0に近づける

-1.1 -1.5 -1.4 *

28 従属栄養細菌 1mＬ中集落数2000以下(暫定) 17 個/mL 0 個/mL 0 個/mL
29 1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満 0.001 mg/L未満 *
30 アルミニウム及びその化合物 0.1 mg/L以下 0.02 mg/L 0.01 mg/L未満 0.01 mg/L未満

31
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）
及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和とし
て、0.00005mg/L以下（暫定）

0.000015 mg/L 0.000005 mg/L 0.000009 mg/L *

表ー４ 大阪市の水道水質検査結果（令和６年度）
■水質基準項目（51項目）

水道水（最高値） 水道水（最低値） 水道水（平均値）

mg/L未満 0.0004 mg/L未満

検出せず 検出せず 検出せず

*

異常なし

3）亜塩素酸、二酸化塩素については、浄水処理に二酸化塩素を使用していないことから測定していません。

4）大阪市では115種類の農薬を測定しており、農薬ごとに目標値が定められています。「農薬類」の目標値は、各農薬の検出値と目標値の比を総和した値に対して定められています。

水道水（最高値） 水道水（最低値） 水道水（平均値）

1）*は浄水場出口で測定した値です。その他は、市内給水栓２１ヶ所の値です。　　
2）総トリハロメタンについては、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。

塩素臭

16
シス-1,2－ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L以下 0.0004 mg/L未満 0.0004
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